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附
属
書
十
五
（
第
十
一
章
関
係
）

基
準
額

Ａ
部

日
本
国
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
基
準
額

１

附
属
書
十
一
Ａ
部
第
一
節
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
に
つ
い
て
の
基
準
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

物
品
に
つ
い
て
は
、
十
三
万
特
別
引
出
権

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
十
三
万
特
別
引
出
権

建
設
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
四
百
五
十
万
特
別
引
出
権

建
築
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
技
術
的
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
四
十
五
万

特
別
引
出
権

２

附
属
書
十
一
Ａ
部
第
三
節
に
掲
げ
る
Ａ
群
の
機
関
（
日
本
郵
政
公
社
を
除
く
。
）
に
よ
る
調
達
に
つ
い
て
の
基
準
額
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

物
品
に
つ
い
て
は
、
十
三
万
特
別
引
出
権

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
十
三
万
特
別
引
出
権
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建
設
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
千
五
百
万
特
別
引
出
権

建
築
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
技
術
的
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
四
十
五
万

特
別
引
出
権

３

附
属
書
十
一
Ａ
部
第
三
節
に
掲
げ
る
Ａ
群
の
機
関
中
日
本
郵
政
公
社
及
び
Ｂ
群
の
機
関
に
よ
る
調
達
に
つ
い
て
の
基
準
額

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

物
品
に
つ
い
て
は
、
十
三
万
特
別
引
出
権

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
十
三
万
特
別
引
出
権

建
設
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
四
百
五
十
万
特
別
引
出
権

建
築
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
技
術
的
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
四
十
五
万

特
別
引
出
権

Ａ
部
に
関
す
る
注
釈

日
本
国
は
、
各
年
の
一
月
一
日
に
開
始
し
、
そ
の
翌
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
終
了
す
る
二
年
間
の
特
別
引
出
権
に
対
す
る

円
の
価
額
の
平
均
値
に
基
づ
き
、
基
準
額
を
円
建
て
に
換
算
す
る
。
外
務
省
が
附
属
書
十
七
に
掲
げ
る
出
版
物
に
よ
り
公
示
す
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る
円
建
て
の
基
準
額
は
、
各
年
の
四
月
一
日
に
開
始
し
、
そ
の
翌
々
年
の
三
月
三
十
一
日
に
終
了
す
る
二
年
間
有
効
な
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
時
に
有
効
な
基
準
額
は
、
二
千
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
有
効
な
も
の
と
す
る
。

Ｂ
部

メ
キ
シ
コ
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
基
準
額

１

附
属
書
十
一
Ｂ
部
第
一
節
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
に
つ
い
て
の
基
準
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

附
属
書
十
二
及
び
附
属
書
十
三
に
掲
げ
る
物
品
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
に
つ
い
て
は
、
十
万
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
ド
ル

附
属
書
十
四
に
掲
げ
る
建
設
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
六
百
五
十
万
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ド
ル

２

附
属
書
十
一
Ｂ
部
第
二
節
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
に
つ
い
て
の
基
準
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

附
属
書
十
二
及
び
附
属
書
十
三
に
掲
げ
る
物
品
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
に
つ
い
て
は
、
二
十
五
万

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ド
ル

附
属
書
十
四
に
掲
げ
る
建
設
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
八
百
万
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ド
ル

３

も
っ
と
も
、
メ
キ
シ
コ
は
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
基
準
額
の
現
行
の
価
額
と
の
同
等
性
を
提
供
す
る
た

め
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
、
１
及
び
２
に
規
定
す
る
基
準
額
に
代
え
て
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
適
用
さ
れ
て
い
る
基



889

準
額
を
適
用
す
る
。

４

メ
キ
シ
コ
は
、
メ
キ
シ
コ
銀
行
の
為
替
換
算
率
を
用
い
て
、
基
準
額
を
メ
キ
シ
コ
・
ペ
ソ
建
て
に
換
算
す
る
。
そ
の
換
算

に
用
い
ら
れ
る
メ
キ
シ
コ
銀
行
の
為
替
換
算
率
は
、
各
年
の
十
二
月
一
日
及
び
六
月
一
日
又
は
そ
れ
ぞ
れ
の
日
の
後
の
最
初

の
執
務
日
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ド
ル
に
対
す
る
メ
キ
シ
コ
・
ペ
ソ
の
価
額
と
す
る
。
十
二
月
一
日
の
為
替
換
算
率

は
、
翌
年
の
一
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
適
用
し
、
ま
た
、
六
月
一
日
の
為
替
換
算
率
は
、
そ
の
年
の
七
月
一
日
か
ら

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
適
用
す
る
。


